
3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

最後に、「 C.工事設計書部分」の項目について入力します。 

まず、申請内容入力画面で、「事項書／工事設計書情報」リンクをクリックする
と、「A.無線局再免許申請書部分」で入力した内容が表内に表示されます。 

次に、表内の対象の行を選択すると、「訂正」ボタン及び「削除」ボタンが表示
されます。「訂正」ボタンをクリックすると、「B.無線局事項書部分」の入力画
面に進みます。 

そこで、「工事設計書」ボタンをクリックします。 

事項書で入力した内容が表
内に表示されます。 

「事項書複写」ボタンをクリックします。 

C-1.無線設備入力画面へ 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1 無線設備の入力 

「追加」ボタンをクリックし、装置の区別等入力画面に進みます。 

C-1-a 装置の区別等の入力 

必要事項を入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

1-a.装置の区別等 

C-1-a-ⅰ通信方式コード情報入力画面へ 
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工事設計書が2枚以上になる場合は、
区別するために個別番号をふりま
す。 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1-a-ⅰ 通信方式コードの入力 

該当する項目をプルダウンより選択し、「OK」ボタンをクリックします。 

C-1-b 送信機の入力 

1-b送信機 

送信機情報の「追加」ボタンをクリックし、C-1-b-ⅰ.送信機情報の入力画面に進みま
す。 

次に、製造番号情報の「追加」ボタンをクリックします。 

※検定合格機又は技適装置の場合、省略可能 
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C-1-b-ⅱ製造番号情報入力画面へ 

C-1-b-ⅰ 送信機情報の入力 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1-b-ⅱ 製造番号等情報の入力 

C-1-c 受信機等の入力 

1-c.受信機等 

必要事項を入力し、「次ページ」をクリックします。 
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必要事項を入力し、「OK」ボタンをクリックします。 

C-1-b.送信機の入力画面に戻りますので、「次ページ」をクリックし、C-1-c.受信機
等の入力画面に進みます。 

300MHzを超える周波数を使用す
る場合は、必要です。 

2GHzを超える周波数を使用する場
合は、必要です。 

C-1-d.空中線系入力画面へ 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1-d 空中線系の入力 

C-1-d-ⅰ 空中線型式等情報の入力 

必要事項を入力し、「次ページ」をクリックします。 
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1-d.空中線系 

「追加」ボタンをクリックし、C-1-d-ⅰ.空中線型式等情報の入力画面に進みます。 

1-d-ⅰ空中線型式等情報 

C-1-d-ⅱ給電線等情報入力画面へ 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1-d-ⅱ 給電線等情報の入力 

C-1-d-ⅲ 発射する周波数等及び受信する周波数の入力 

受信する周波数情報の「事項書複写」ボタンをクリックすると、事項書で入力し
たデータが表示されます。 

「次ページ」をクリックし、無給電中継装置系情報の入力画面に進みます。 
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1-d-ⅱ給電線等情報 

必要事項を入力し、「次ページ」をクリックします。 

1-d-ⅲ発射する周波数等及び受信する周波数 

指向性空中線を使用する場合は、
必要です。 

複数ある場合は、入力中の工事設
計書に対応する周波数番号を選択
してください。（複数選択可） 

事項書に入力した内容と異なる場
合は、「追加」ボタンで入力画面
に進んでください。 C-1-d-ⅳ無給電中継装置等入力画面へ 

 ●●●●MHz 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-1-d-ⅳ 無給電中継装置等の入力 

C-1-d-ⅴ 空中線系に関するその他の事項 

必要事項があれば入力します。 

次に、「OK」ボタンをクリックすると、C-1-d.空中線系入力画面に戻ります。 

C-1-d.空中線系入力画面で「OK」ボタンをクリックすると、C-1.無線設備入力画
面に戻ります。 
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1-d-ⅳ.無給電中継装置等 

「次ページ」をクリックし、空中線系に関するその他の事項の入力画面に進みま
す。 

1-d-ⅴ空中線系に関するその他の事項 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

C-3 空中線系に関するその他の事項 

「次ページ」をクリックし、添付資料の入力画面に進みます。 

41 

「次ページ」をクリックし、その他の工事設計書の入力画面に進みます。 

2.附属装置 

C-2 附属装置の入力 

3.その他の工事設計 

附属装置のコード表に記載がある
場合は、入力が必要です。 

C-4.添付資料選択画面へ 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

42 

「追加」ボタンをクリックし、添付書類の選択画面に進みます。 

「OK」ボタンをクリックすると、工事設計書画面に戻ります。 

4.添付書類 

C-4 添付書類の選択 

無線設備系統図を添付してくださ
い。 

※「入力完了」ボタンをクリックしないと、
申請書を提出することができません。 

必ず、「次ページ」ボタンをクリックし、
A-④.申請手数料画面（もしくは、A-⑥.電波
利用料の前納の申出事項その２画面）で
「入力完了」ボタンをクリックしてくださ
い。 

A-4.申請手数料画面へ 
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